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開会 午前９時00分  

○委員長（伊藤 壽君） それでは、おはようございます。 

 定刻になりました。小川委員は都合によりこの会議に遅刻されるということで連絡が入っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、出席委員も定足数に達しておりますので、ただいまから予算決算委員会を開会

いたします。 

 これより議事に入ります。 

 本日は、本委員会に付託されました議案第32号 平成26年度可児市一般会計補正予算（第

１号）について前回までに執行部から説明を受け、質疑を終えたところですが、休会の間に

お手元に配付したとおり、事前質疑が提出されましたので、通告に従い、質疑を行います。 

 対象の事業は、歳出科目10.3.3の中学校校舎大規模改造事業についてです。 

 初めに質疑者の説明を行いますが、質疑者が私委員長となりますので、ここで議事進行を

副委員長と交代します。 

 それでは伊藤英生副委員長、よろしくお願いいたします。 

○副委員長（伊藤英生君） それでは、私が質疑において委員長の職務代行を務めます。 

 それでは、議案第32号 平成26年度可児市一般会計補正予算（第１号）、中学校校舎大規

模改造事業においての事前質疑の説明を求めます。 

○委員長（伊藤 壽君） 質疑の事前通告に従いまして、質疑をさせていただきます。 

 質疑につきましては、既にそれぞれ個々に前回質疑が出されて、回答があった部分もある

かと思います。それらをまとめていただき、説明をしていただくということをお願いするも

のです。 

 最初に、中学校校舎大規模改装工事の中学校空調設置工事に関し、小学校も含め、委託空

調設置工事の年度別工事概要、予定金額、合計金額について、表にまとめて示してください。 

 済みません、関連しておりますので、３つあわせて質疑いたします。 

 工事内容別に、今年度の工程について表にまとめて示してください。 

 ３つ目として、今年度工事内容、項目ごとの内訳と金額についてまとめて御説明をお願い

いたします。以上でございます。 

○教育委員会事務局長（高木美和君） よろしくお願いいたします。 

 事前通告に基づきましてお手元のほうに資料１として表を出させていただいておりますの

で、ごらんいただきたいと思います。この表に基づきまして御説明をさせていただきたいと

思います。 

 まず、昨年度、10月30日から本年年度末になります３月15日の工期で、小学校におきまし

ては基本設計を発注しております。また、同じ期間で中学校につきましては基本設計、実施

設計あわせて発注したところでございます。その金額が1,814万6,100円でございました。 

 また、平成26年度につきましては、前年度の小学校の空調設置の基本設計に基づきまして

実施設計を発注したところでございます。これは、工期が平成26年５月28日から10月31日ま
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での工期でございます。この金額が1,601万6,400円でございました。 

 また、平成26年度の中学校空調設備工事費でございますが、実施設計後、精査いたしまし

たら、空調機器設置工事で１億9,800万円、空調機器附帯工事で4,400万円、受変電設備改修

工事で4,200万円、合わせて２億8,400万円となったところでございます。 

 左側に、各中学校の空調方式を載せさせていただいておりますけれども、蘇南中学校、中

部中学校、東可児中学校がガス方式、それから西可児中学校、広陵中学校が電気方式でござ

います。合わせて101の普通教室につきまして設置する予定としておるところでございます。 

 次に、下の表でございますが、平成26年度の中学校工事計画でございます。各学校ごとと

いうお話でございましたけれども、５つの学校同時発注の予定でございますので、工程的に

は全ての学校がこの工程に合わせたものということになります。 

 まず、全体工期でございますが、補正予算をお認めいただきましたら発注をさせていただ

きますと、７月中旬ぐらいからの工期になるかと思います。７月中旬から12月の中旬の工期

設定をいたします。その内訳でございますが、空調設備設置の中で室内機設置につきまして

は７月中旬から９月上旬ということで、できる限り夏休み中に工事を進めたいと思っており

ます。その後、室外機の設置を９月上旬から10月下旬、空調配管工事は７月中旬から10月下

旬を考えております。そういったものの終わりに、受変電設備の設置ということで、10月下

旬から11月下旬を、それから引き込み配線の工事を11月中旬から下旬を考えているところで

ございます。 

 また、小学校の空調設備工事費の概算でございますが、平成27年度を教育委員会としては

お願いしたいと考えているところでございますけれども、今渡南小学校から南帷子小学校ま

で、空調方式につきましてはガス方式と電気方式、このような形になっております。 

 空調機器の設置工事費として４億3,600万円、空調機器の附帯工事として１億5,000万円、

受変電設備改修工事として9,000万円、合わせて６億7,600万円を予定するところでございま

すが、先ほど説明させていただいたように、小学校の空調設備の実施設計が平成26年５月28

日に発注いたしまして、10月31日工期で上がってまいりますので、実施設計に基づきまして、

この金額については変動するということを考えております。以上でございます。 

○副委員長（伊藤英生君） 補足説明を求める方は発言してください。 

○委員（山口正博君） 今お話がありました空調機器、中学校の部分ですけれども、空調機器

の附帯工事の内訳ですね。どんな工事が主にあるのか教えていただけませんでしょうか。 

○建築指導課長（守口忠志君） 附帯工事の内容につきましては、それぞれのガス配管の工事

とか、電気配管工事の部分でございます。以上です。 

○委員（可児慶志君） 中学校の空調機器設置工事の１億9,800万円、これについては、当初

予算どおりではないですよね。説明で、前の資料との比較がすごくしにくいので、よくわか

らないんですが、この部分だけの予算額の増加というのはなかったんですか。その辺の比較

をちょっと教えてください。 

○教育総務課長（渡辺達也君） 先回の御説明で、どこの金額に乖離があったかという御説明
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を申し上げまして、これでまいりますと受変電設備、これはいわゆるキュービクルのことで

ございますが、この全面取りかえで4,500万円ほどふえております。 

 あと、今御質問ございました、山口委員からも御質問ございました、附帯工事とは何ぞや

という話で、これは先ほども回答したとおり、電気配管とかガス配管等の附帯工事というこ

とでございます。 

 残るこの１億9,800万円、予算としては１億5,400万円ということでございますが、ここら

辺はもう一つの乖離の原因としまして、社会情勢の変化、物価の上昇ということで、先回約

4,400万円ほどここがふえたという形で御説明させていただきましたが、その分を含めての

数字でございます。 

○委員（可児慶志君） 社会情勢の変化の部分というところで示してある金額が増加をしたと

いうことなんですね、そういう説明ですね。 

 空調機器の設置工事と社会情勢の変化による、資材、人件費が増加している、ちょっとわ

かりにくいのが一つですね。疑問が少し残ります。 

 それからもう一つは、工事計画ですが、５校同時に、別々には出ていないのでわかりませ

んが、同時に空調機器の設置工事が開始できるんですか。市内業者に発注するというような

お話を聞いていますけれども、それだけ一斉に受けられるだけの市内業者があるのかどうか

というのを再確認させてください。 

○建築指導課長（守口忠志君） 今回の発注見込みでございますが、今回の設計に当たりまし

ては、１校１者ずつで一般競争入札という形で予定をさせていただいておりますので、その

中で指名業者の選定をいただきながら業者決定という形になると思われます。 

○教育委員会事務局長（高木美和君） 一般競争入札で行いますが、条件つきで、市内本店業

者というような条件をつけて一般競争入札に付す予定でございます。 

○委員（山口正博君） 先ほどの続きで、ちょっと確認なんですけれども、附帯工事の中で、

ガス・電気の配管工事ということでございましたけれども、ちょっと金額が大きいかなあと

いうことなので、確認をしたいんですが、東可児中学校については、前面道路にガス管が配

管されておりますけれども、蘇南中学校と中部中学校については、敷地に接した道路にまだ

配管がされていないんです。それで、当然そこまで本管工事をやってくるわけなんでしょう

けれども、それは東邦ガスの負担なんですか。それともこの中に入っていますか、どちらで

しょうか。 

○教育委員会事務局長（高木美和君） ここの中には、負担金相当額は入っておりません。 

○副委員長（伊藤英生君） ほかに関連の質疑はございますでしょうか。 

○委員（出口忠雄君） ちょっと確認といいますか、工程表を見まして、夏休みも含めて、児

童の活動に制約がなされるのか、当然安全には十分配慮してやっていただけると思うんです

けど、夏休みも児童の方は学校へ行ったり、クラブ活動であるとか、また授業が始まって、

そのときに児童に制約がいくのか、その辺をちょっと教えていただきたいんですけど。 

○建築指導課長（守口忠志君） お尋ねの件ですが、７月４日、教頭会がございます。その段
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階で、教頭先生に各学校ごとの中学校の今後の夏休みの御予定を聞きながら、中での工事内

容を説明させていただいて、夏休み授業を調整させていただきながら工事を進行していきた

いと思っております。 

 それで、教室のほうにつきましては、やっぱり教室の中での工事、廊下等でほこりが出ま

すので、ある程度区域を区切って、制約をさせていただきながら工事を進めたいと考えてお

ります。以上でございます。 

○委員（可児慶志君） この資料をいきなり見ただけで、なかなかチェックがしにくかったん

ですけど、もう一回、設置工事費のところで質問いたしますけれども、空調機器の附帯工事

が4,400万円、受変電設備改修工事が4,200万円となっているんですけど、これはもとの予算

というのは全くゼロだったということですよね。 

 例えば、キュービクルの場合は部分改修ということで最初は計画していたわけですので、

部分改修でも予算はどれだけかかかったはずなんだけど、増額分だけで4,200万円になって

いるわけなんで、部分改修のとき予算はゼロというのは、ちょっとおかしなもともとの計算

だなとすごく感じますね。 

 それから、附帯工事についても増額が4,400万円ということであるならば、もともとの予

算が附帯工事が一切ゼロというふうにしか見られないですね。そのつじつまが全然合わない

と思いますけど、いかがですか。 

○教育総務課長（渡辺達也君） キュービクルにつきましては、この予算要求段階での積算の

根拠といいますのは、文部科学省の基準単価、平米当たり１万8,700円、これが基準になっ

ておりますので、予算要求課としましては、この中でキュービクルも部分改修程度であった

らこの中でのみ込めるだろうと、そこの判断が非常に甘かったということでありますが、そ

ういう形でその金額の中で対応できるという形で要求したものでございます。 

 あと、空調機器の附帯工事につきましても、今申し上げたように、あくまでもこの基準単

価でやれるという判断のもとでやっておりましたんですが、先回お話ししたように、想定以

上にガスの配管とか電気の配管がかかっていると、そこら辺が想定されていなかったという

ことで、その点につきまして、今回実施設計と当初の予算要求額との大きな乖離につながっ

たということでございます。 

○委員（可児慶志君） 全く手落ち、甚だしいということを今また新たに露呈をしましたね。 

 それからもう一つ確認します。設計の部分です。 

 中学校には、基本設計と実施設計が同時発注されていますけれども、基本設計に相当する

金額は幾らぐらいなのか。そしてまた、基本設計の提出はいつだったのか、もう１回確認の

ために教えてください。 

○教育総務課長（渡辺達也君） あくまでも基本設計、実施設計としての一体工事として予算

が1,300万円ほど計上しておりまして、それを契約金額1,150万円ほどで契約をお願いしたと

いうことでございます。 

 工程的には、基本設計につきましては、昨年の10月30日に契約いたしましたので、昨年末
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までが基本設計の作業工程、それ以降が年明けまして実施設計と、そういう工程になってお

ります。 

○委員（可児慶志君） 小学校の実施設計と基本設計の比較をしてみると、おおむね３分の１

ぐらいかなという感じがしますので、1,150万円のうちの３分の１、400万円近くが基本設計

に相当するかなというふうに推測ができるわけですが、基本的にはこの基本設計の部分は、

全く無用だったということで、400万円ぐらいは結局予算の無駄遣いをしたということに考

えられますね。 

○教育総務課長（渡辺達也君） 可児委員さん御指摘のとおり、基本設計は個々にも概算が出

ているはずでございますので、今回の直接的な原因となりますのが、個々の学校のイニシャ

ルコストと、概算でございますが、それと予算要求段階での個々の学校の積み上げた、その

比較をきちんとやっていれば、こういう形にならなかっただろうということは、そういう意

味では、その点では大変聞かされていないということでございます。 

 ただし、基本設計そのものにつきましては、実施設計に踏み切るに当たりまして、どの方

式でやるのかという、そこの中には、イニシャルコストのみならず、ランニングコストも含

めましてトータルコスト、ライフサイクルコストの比較という形の中で、ガス方式にするの

か、電気方式にするのかという判断がなされておりますので、今仮に400万円という数字が

出ましたけど、それが全て無になったというふうには考えておりません。以上です。 

○委員（可児慶志君） それでちょっと疑問なのは、本予算のときに、ガス方式にするのか電

気方式にするのかという質問が出たと思うんですけど、そのときに、まだ決まっていません

というような執行部の答弁があったんです。基本設計が出されているならば、そのときは当

然答弁があったはずですので、今の発言はちょっと矛盾しているような気がします。 

○教育委員会事務局長（高木美和君） ３月の予算決算委員会の折に、議員のほうからガス方

式か電気方式か、各学校どうかという話がございまして、その折に、そういった面も含めて

検討を行った後でございましたので、蘇南中学校と中部中学校と東可児中学校についてはガ

ス方式、他の２つについては電気方式ということで、予算決算委員会のほうで答えておりま

すので、その時点ではもう既に、執行部のほうとしてはどちらの方式を使うということは決

定していたということを考えております。 

○委員（山口正博君） 今可児委員の言われたのは、要するに多分もっと前のときに私が質問

しておるんですけれども、どちらの方式でやりますかという、そこで基本設計でどちらが有

利なのか、ランニングコストも含めながら、当然初期投資もそうなんですけど、そこでやる

ということで、３月のときも私が説明したときにはもう決まっていると。 

 ということは、何らかで基本設計がそこで反映しているから、要するに３校がガス方式で、

２校が電気方式ということになったんだと私は思うんですけれども、じゃあその時点で、前

回の質問の中で、全く３月の末まで基本設計も実施設計も何も聞いていなかったと、今の担

当者を含めてという話だったんですが、物すごい矛盾があると思うんですけれども、そこら

辺は実際どうなんですか。 
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○教育委員会事務局長（高木美和君） 基本設計が終わった後、実施設計に当たりまして、ど

ちらの方式にするかというのを決めて、業者のほうに指示をしないと、実施設計が上がって

こないわけでございますけれども、その折に、実際はその前からランニングコストも含めた

ことを考えると、電気方式よりかガス方式でやったほうが実際はランニングコストが低いか

ら、総額ではガス方式のほうが安いんじゃないかという頭は執行部側にございました。 

 ただ、基本設計が上がっていない段階ですので、はっきりしたことは言えないんですけれ

ども、そういった頭があった中で、基本設計の中で実際ランニングコストも含めて、今後ど

ちらの方式でやるかというときに、ガス方式でできるところはガス方式のほうが安いんだと

いう、そういった基本設計の中の意見が出てまいりました。 

 そういったことがございましたので、執行部側としては、やっぱりガス方式のほうが安い

んだという頭でそういった指示をいたしましたけれども、本当はそのときに、はっきりと実

際の工事費がどのくらいかかるかということを精査をすれば、今回のようなことは防げたわ

けでございますけれども、その時点では、ガス方式と電気方式を比べたのみで事業が進んで

しまったことが一つの原因で、こういった乖離が出たということになります。 

○委員（山口正博君） そういうことであれば、私は基本設計は全く無駄だと。要するに、ラ

ンニングコストが電気方式よりガス方式のほうが安いので、ガス方式ということで指示をし

た。そのとおりになった。当然、要するに細かなものの基本設計の結果を見て決めたわけじ

ゃないですよね、今の答弁は。 

 それで、私が前の３月の予算決算委員会のときにその質問をしたら、そのときにはもう既

に決まっていた。そのときには、要するに基本設計も実施設計もまだ担当者のところへ何も

結果としては来ていなかったという答弁、今までそうでしたよね。であれば、物すごく基本

設計、たしか200万円という予算だと思うんですけれども、それは全く無駄になったという

ことでしょうか。 

○教育総務課長（渡辺達也君） せんだっての資料でも御説明申し上げましたが、成果品とし

ては、基本設計の部分も含めていただいたのは、３月の納入の日のということでございます。 

 ただ、工程上、作業上は、昨年末までには基本設計部分については終わっておりますので、

その部分で方式をどうするかと。10月段階での予算要求段階の、これはあくまでも見込みで

ございますので、社会通念上、ランニングコストを含めればガス方式のほうが安いんじゃな

いかという社会通念に基づいて、一つの見込みが立ったんですが、実際にそれを概算でやり

まして、基本設計で裏をとっていないということで、その方式が12月末にはそういう確認は

して、やっぱり基本設計の中でもガス方式のほうが安くなるなあということで、じゃあ蘇南

中学校と中部中学校についてはガス方式で、今後年明けに実施設計に移ってくださいよと、

そういう形で工程になっておりました。 

○委員（山口正博君） 今、ちょっと私が聞き間違えたかもしれませんので、確認します。 

 要するに、12月の時点で基本設計を依頼した中で、電気方式よりもガス方式のほうが、設

計を依頼したところから、そちらのほうが有利だよという回答が来たということで今の説明
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はいいんですか。 

○教育総務課長（渡辺達也君） 実施設計にゴーサインを出す前に、どちらの方式で実施設計

をやっていただくかと、そういう協議は、当時の教育総務課のみならず、建築指導課も含め

まして協議がなされております。その中でそういう方式が決まったということでございます。 

○委員（山口正博君） であるならば、当然、今ランニングコストだけの話なんですけれども、

初期投資もガス方式のほうがかなりかかるんです。３割程度たしか高いと、一般的に。その

中で、当然電気方式をやれば何が必要だ、そうすればキュービクルも一部改修だけではなく

て、当然そこに何キロワットと必要なわけですから、そうするとかえないかんということに

なりますよね、蘇南中学校なんか特に。 

 東可児中学校みたいに、前面道路にガスが入っておればいいんですけれども、例えば先ほ

ど私が質問させていただいたように、私が調べたところですと蘇南中学校だと二、三百メー

トルまだ本管工事をしないとガスの供給を受けられない、それは確認しました、私。そうな

ると、もし東邦ガスさんが、いや、それは可児市さん、そこへ引くんだったら実費負担して

くださいよといったらもっと高くなるわけですよね。だけども、そういうこともその中で話

が当然、蘇南中学校へ都市ガスが供給できるということを確認して、今の話だとやられたと

いうことに私は受け取っておるんですけれども、それであれば、キュービクルとかそういう

ようなものも、前の答弁では全く知らなんだという話なんだけれども、物すごく本当に前の

答弁と今の答弁は矛盾が多過ぎるので、そのあたりをもうちょっと説明していただけません

か。 

○教育総務課長（渡辺達也君） 反問はよろしいでしょうか。 

○副委員長（伊藤英生君） 反問を始めます。 

○教育総務課長（渡辺達也君） 今、山口委員さんの矛盾という点をちょっと教えていただき

たい、もう一度御指摘いただきたいんですか。 

○委員（山口正博君） 私が言った矛盾というのは、前の今期の前回の委員会では、全く３月

の末まで、要するに基本設計と実施設計のもの、そういう結果が出ていないと。基本設計も

含めて結果が出ていないという話でしたよね、前は。そうやって私は聞いていますよ。なの

に、今は12月の時点で基本設計を依頼しておるところと、どちらがランニングコストも含め

て有利なのかという協議をして決めたというふうに言われたんで、そこが矛盾だというふう

に私は申し上げておるんです。 

○教育総務課長（渡辺達也君） 先回の資料の１ページ目で申し上げましたが、時系列的に申

し上げますと、成果品としての納入は、基本設計部分も含めまして３月25日に成果品が出て

きました。これが、例えば部分払いみたいな形で、契約は一本でございますけど、取り急ぎ

基本設計の部分だけは先に成果品として出してほしいと、12月までに。そういう形でやって

おれば、今のような御指摘があれば、それは私の申し上げたことは矛盾になるかと思います

が、最終的な成果品としては、全てことしの年度末３月25日にいただいております。 

 ここで12月末に協議をさせていただいたのは、どの方式にしたらいいかどうか、その見立
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ては、もう既に昨年中から、ガス会社も呼んでいろんな情報収集はしております。どちらが

いいかどうか。今の現行の都市ガスの配管の状況もございますので、そこから物理的に延ば

すことができるのか。極端な話、じゃあ今北まで延ばすことはできるのかどうか、それは物

理的に無理でしょうと。愛知用水とかいろいろございましてね。そういうことも含めまして、

じゃあどこの部分が可能性としてあり得るかということの中では、現行の東可児中学校以外

に蘇南中学校と中部中学校であったら可能じゃないかと。じゃあ、そのときを想定してシミ

ュレーションをしたら、ライフサイクルコストからいけば安くなるかどうかと、そういうよ

うな情報収集はしておったわけでございます。 

 そこで、それを含めて専門の設計屋さんに、それが本当にどうかという根拠をとったのが

12月、10月31日に契約を着手してから、いろいろな協議はしております。設計段階の協議は

しております。その協議の記録がございますけど、基本設計の段階でその方式が幾らかかる

のかと、概算でイニシャルコストとランニングコストを含めまして。その数字が出てきたも

のですから、その数字に基づいて方式を決めたと、そういう経緯がございます。そこで全て

の基本設計の成果品として、かちっとしたものが出てきたわけではございません。以上です。 

○委員（山口正博君） そういうことであると、12月のときには、ある程度の判断材料は出て

いた。そこに何でキュービクルだとか、物価の上昇だとか、そういうものがなかったんです

か。 

○教育委員会事務局長（高木美和君） 最終的には３月12日の予算決算委員会のときに、どち

らの方式でいくかという御質問に答えて公になったわけでございますけれども、それまでに

いろいろ検討はしてきたというのは、今課長が申したとおりでございます。 

 そういった中で、これは本当に今までの中で、そういった内部まで踏み込んで調査をして

いない、再度確認をしていないということでございますけれども、個々のガス方式が有利か、

電気方式が有利か、個々の対比はしておりましたけれども、その中で、一方ある予算との対

比の部分について、全くそういった検討がされていなくて、工事費そのものについてはどち

らが安いか、どちらが有利かという検討はいたしましたけれども、実際に持っている予算が

現在どれだけの予算が新年度でお願いしているかといった検討なり、そういった認識が全く

落ちておりまして、予算との関係でこういった事態が起きたわけでございまして、個々の電

気とガスという部分については、どちらが有利かというのはその時点で検討したということ

でございます。 

○副委員長（伊藤英生君） 予算に関連した質疑に限定したいと思いますけれども、暫時休憩

します。 

休憩 午前９時34分  

────────────────────────────────────── 

再開 午前９時35分  

○委員長（伊藤 壽君） 再開します。 

○委員（山口正博君） 別の質問で、先ほど可児委員が言われた受変電設備の改修工事の部分
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で、当初は改修ということでいった。それが改修がままならないから全部新品にかえると、

蘇南中学校の件なんですが、その場合に当然差額が出るわけですよね。その改修工事の場合

は、今回の設備をするのに幾らというふうに見積もってみえたんですか。それと、その差額

を教えてください。 

○教育総務課長（渡辺達也君） 先ほども御回答を差し上げましたけど、基本的な今回の予算

要求段階での積算根拠というのは、このキュービクルの改修にこれだけかかりますとか、そ

の他工事といいますか、附帯工事にこれだけかかりますと、製品にこれだけかかりますとか、

そういう積み上げでやったものではございません。あくまでも平米単価１万8,700円という

基準単価の中で計算したという形でございますので、そういった比較ができないと、そうい

う状況でございました。 

○委員（山根一男君） 概算のことで、この資料に基づいてお伺いしたいんですけれども、平

成27年度以降、小学校６億7,600万円とかなっていますが、ここも大分手直しといいますか、

ふえていますでしょうか。当初の示されていた原案と比べていかがなんでしょうか。 

○教育委員会事務局長（高木美和君） ちょっとこの数字を見ておりますけれども、当然に見

直しをかけておりまして、この数値は昨年度、小学校の基本設計ということで設計が上がっ

てまいりましたので、その基本設計の額に合わせて上げさせていただいておりますので、当

初議会のほうに御説明させていただいた小学校、中学校合わせて幾らという数字からは、金

額的には上がっている数字になっております。以上でございます。 

○教育総務課長（渡辺達也君） 補足説明をさせていただきますが、昨年の９月25日の教育福

祉委員会で、執行部のほうから答弁を差し上げております。 

 じゃあ一体どれだけかかるかというようなお話で、５億円ぐらいかかるだろうというお答

えをさせていただいておりまして、その内訳といたしましては、５つの中学校の設置工事費

は１億7,400万円ほど概算しておりますと。11小学校につきましては、３億1,300万円という

形で、合わせて５億円を見込んでおりますという答弁をしております。以上です。 

○委員（山根一男君） たしかそうだったと思います。合計すると、今回９億9,400万円と倍

増してきているわけなんですけれども、政策判断にもかなり影響してくると思います。今回

はそういうことでありますので、今後、これはちょっと気をつけていただきたいなと思いま

す。以上です。 

○副委員長（伊藤英生君） それでは、関連なければ次の質疑に移りたいと思います。 

○委員長（伊藤 壽君） それでは２問目ですが、今後の再発防止策について御説明をお願い

いたします。 

○企画経済部長（高木伸二君） それでは、今後の再発の防止策についてという御質問でござ

いますので、お答えをさせていただきます。 

 このたびの中学校空調設備設置工事に関しまして、当初予算額と実際の必要額との間に大

幅な乖離がございまして、議会のほうに補正予算をお願いすることになったというような反

省を踏まえまして、予算要求、予算査定の段階で４点ほど再発防止策を講じてまいりたいと
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思います。 

 まず１点目といたしまして、今回のケースのように予算規模の大きな建設事業、大規模改

修事業を含みますが、こういうものにつきましては、予算要求の段階で基本設計、実施設計

が完了していることを前提とし、設計に基づく事業費が確定していない事業につきましては、

原則予算措置をしないことといたします。 

 ２点目といたしまして、担当課の予算要求及び財政課の予算査定の精度をさらに高めるた

めに、現在予算要求時に担当課から提出をさせております資料の一つでございます普通事業

建設調書のほうの様式を一部見直しをいたしたいと思います。 

 具体的には、事業費積算の根拠、業者見積もりによる積算なのか、標準的な工事単価から

の積算なのか、過去に実施した同種の事業の事業費の比較等はされているのかなどを明確に

把握できるように調書にチェック欄と積算の根拠を記入することを義務づけをいたしてまい

ります。 

 ３点目といたしまして、今年度から教育委員会所管、小・中学校の関係でございますが、

こちらの大規模な建築工事や改修工事の全体的な管理は建築指導課に移管しております。こ

ちらにつきまして、予算査定の段階におきましても、各課から要求のありました事業の中で

必要な事業につきましては、財政課と建築指導課でダブルチェックを行いまして、事業費の

妥当性等について内容を精査してまいります。 

 ４点目といたしまして、部長、課長、係長を対象に７月に実施いたします新年度予算編成

方針説明会におきまして、今回の事例と再発防止策を十分説明し、予算要求段階における精

度の向上を組織全体で再度徹底してまいりますので、よろしくお願いいたします。以上でご

ざいます。 

○副委員長（伊藤英生君） 補足説明を求める方は発言してください。 

○委員（中村 悟君） 単純なことですが、１番目の今回のような大規模工事についてはとい

う説明をいただいたんですが、基本的に金額的にどのくらいというのはありますか。 

○企画経済部長（高木伸二君） 現時点で何億円とか何千万円というふうに決めておるわけで

はございませんが、特に建築の関係につきましての箱物、そういうものにつきましてはこう

いうものを該当させていきたいというふうに考えております。 

 近々に頭に浮かびますのは、駅前の拠点施設等につきましても当然こういう形でやらせて

いただきたいというふうに考えております。 

○委員（山口正博君） １番目の基本設計の完了後ということでしたけれども、それを議会の

ほうへ提出されるとか、議会のほうから閲覧を求めたときはどのような対処をされますか。 

○財政課長（酒向博英君） 予算要求の段階までに基本設計、実施設計を完了しているという

ことを前提として要求してくださいということでございます。 

 それと、その今の各工事の成果物を閲覧されるというのは、また別のことだというふうに

考えております。 

○委員（川合敏己君） 一番初めに、予算規模の大きいものは、基本、実施設計が終わってか
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らということでありましたけれども、あとの３つ、普通事業建築調書に積算根拠があります

よ、ダブルチェックができますよ、それから組織全体でも精度を上げていきますよというよ

うなことをしても、やはり今回の一番初めに上げられた実施設計、基本設計が終わってから

でないと、やはりできないと考えたほうがよろしいですか。 

 今回みたいに、非常に空調をつけるということは悪い話ではなかったんです。少しでも早

くということで、今回はこういう形でやって、結果、ちょっと予算的におかしくなってしま

いましたけれども、この部分についてちょっとお聞かせください。 

○財政課長（酒向博英君） やはり専門的な業者によるきちっとした設計が済まないと、あと

要求の根拠としては、見積もりか、もしくは市の内部による概算の設計、それしか根拠が出

てまいりませんので、そうするとどうしても最終的な実際に発注段階においての乖離という

のは、可能性というのは当然出てまいりますので、やはりこうした大規模な工事については、

きちっと設計が終わった段階で予算を位置づけるということがこれからは必要になってくる

というふうに考えております。 

○企画経済部長（高木伸二君） 今回の補正予算の件につきましては、やはりこの観点が一番

重要なところだというふうに反省しておりますので、これはやっていきたいというふうに考

えております。 

○委員（伊藤健二君） １つだけ、ちょっと蛇足で確認させていただきますけど、先ほど来、

電気、ガスの供給について、特にガスについては何か一部配管が未了だ云々というような御

発言が若干ありましたけれども、当然のこととして、この私企業が提供する動力、エネルギ

ー源、ガス及び電気については、具体的には中部電力なり東邦ガスなりがこちらの指定した

公共施設の入り口まで、指定した場所までは、この工事の開始時点までには接合されるとい

うことは、当然担保されている話として理解しておけばよろしいですね。 

○教育総務課長（渡辺達也君） あくまでも、今の担保という話ですが、今般の補正で御承認

いただかないことには、それ以後の動きがとれません。それまでにこちらが、先方の都市ガ

ス会社とそういう云々ということは、これは明らかに債務負担と同じ状況になりますので、

そういうことは法律上できませんので、御承認いただいた後にそういった手続が粛々となさ

れていくというふうに予定しております。 

○委員（小川富貴君） まず、おくれましたことをおわび申し上げます。申しわけございませ

んでした。 

 そこで、質問をさせていただきます。 

 今、渡辺課長、法的にというふうにおっしゃいました。皆さんのお仕事は設計するプロと

か、要するに外部に委託する人と、本当に必要な市民、学校関係者も含めて、要するに市民

の枠に入る、そのニーズにあわせたものを合致して、あわせてこういう予算化をするプロだ

というふうに思うんですね、行政の仕事は。その中でこういうことが起きたのは、要するに

平米幾らの基本単価が随分違ってきたからだというような説明の中で終わろうとしているよ

うな気がするんですけれど、人員的なミスというところについてはなかったんでしょうか。 
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 また、もしそうだとすれば、そういうことも含めて、これからの要点の４番で、予算編成

を説明会で説明するということをおっしゃったんですけど、もっと広く、こういったことも

公示しなければならないんじゃないかというふうに思うんですけど、いかがでしょうか。 

○財政課長（酒向博英君） 最終的に予算を取りまとめるのは財政課、それを最終、市長査定

まで行って最終的な予算案ができるという行程の中で、やはり予算編成サイドの財政課とし

て反省すべきところは、工事費、事業費については、まずそれが第一に、市が来年度の重点

事業、それから重点方針に沿った位置づけられた事業であるかという、それが第一の視点で、

それからもう１つは、事業費については無駄のところがないか、それから不必要な経費が含

まれていないかという、いわゆる削っていく査定というのが、今の財政課の予算編成業務と

しては基本です。 

 今回のものについては、その単価について、財政課が教育委員会に確認して、その単価で

十分工事が実施できるという、それをうのみにして予算をつけたと。ですので、当然財政と

しましても、並行して、先ほど教育委員会の話がありましたように、設計を行っているとい

うことは当然わかるわけでございますので、そのときに文部科学省単価が出てきたときに、

じゃあ今の基本設計はどうなっているのか、そこは確認したのかという、その辺のきちっと

したすり合わせをしていれば、そこで防げた可能性もなかったのではないかということも十

分考えられます。 

 そういった意味におきましては、財政課としましても、ある意味、人為的な見落とし、ミ

スということは十分に反省しなければならないということだと考えておりますので、今おっ

しゃられました御意見を踏まえて、今年度の予算査定からは、そういったいろいろな多くの

目でいろいろな視点で確かめるという部分というのは、やはりしっかりやっていく必要があ

るのではないかと考えております。 

○副委員長（伊藤英生君） 現在は、執行部がお示しした再発防止策についての補足説明を行

っております。この部分についての補足説明を求める方、ございますでしょうか。 

○委員（板津博之君） ２番目の普通事業建築調書、ちょっと名称は不確かなんですけれども、

これは我々に見せていただくことというのはできますか。 

○財政課長（酒向博英君） 予算要求段階の内部的な意思決定資料のということですが、そこ

の公開ができるかどうかについては、ちょっと総務課のほうと確認する必要がありますが、

予算編成の途中の意思形成段階という資料という判断になるということですので、お見せす

ることはできないということになろうかと思います。 

○委員（板津博之君） 一応議会としても、議決権があって、今回、当初予算はもちろん通し

ていますし、今回のこういった積算ミスが起こった中で、やっぱりそれをチェックするとい

うのは一つ大事な役目だと思ったもんですから、その調書自体の改善が本当にどういうふう

になされるのかというのを、改善前、改善後でチェックするべきじゃないかなという趣旨で

今聞かせていただいたんですが、それができないということであれば、いたし方ないかなと

思います。 
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○財政課長（酒向博英君） 申しわけありません。予算編成で各課から出てきた、そうしたも

のはという意味ですので、当然今現在の様式と、それから考えております変更後の様式はお

見せすることは十分可能です。 

○委員（板津博之君） それは、もちろん私は白紙のものというか、どういう形式になってい

るかというのを確認したかったものですから、いつでもそれは確認できますでしょうか。 

○財政課長（酒向博英君） はい。現在のものは当然可能でございますし、今、先ほど申し上

げました一部の変更については、先ほど申し上げたことを基本に今検討しておりますので、

完成次第、早急にお見せしたいと思っております。 

○副委員長（伊藤英生君） それでは、再発防止策についての関連質疑はこれで終了したいと

思います。 

 そのほか、今回の補正予算に絡んで質疑されたい方はございますでしょうか。 

○企画経済部長（高木伸二君） 済みません、先ほどの最初のほうの教育委員会から出させて

いただきました計画の資料のほうですけれども、一番下の欄は平成27年度小学校空調設置工

事費という記載がございますけれども、教育委員会としては、この平成27年度１カ年で11校

の小学校をやりたいというような希望は財政サイドとしても受けておりますけれども、確定

しておることではございませんので、１年でやれるかどうか、業者のほうの対応等も含めて

今検討しておりますので、その点だけ御了承をお願いいたします。 

○委員（川合敏己君） 今回工事内容別に今年度の工程について説明もいただいたんですけれ

ども、今回、この補正がなければ、もっと早くに着手できていたと思いますけれども、実際、

この空調機が使い始めることができるのはいつごろになるのか、それをちょっとお示しくだ

さい。 

○建築指導課長（守口忠志君） ここの工期でお示しをさせていただきましたが、12月末まで

に完了予定でございますので、それ以降の空調機器の敷設は１月以降でしたら活用できます。

以上です。 

○教育総務課長（渡辺達也君） 補足ではございますが、ただ冬場にエアコンを使うかどうか

というのは、別問題でございますので、これは年内中に、そもそもは夏季の猛暑をどうする

かと、そこに主眼が置いております。あわせて、ただ冬季もあるじゃないかということもご

ざいますが、その全体、トータル的な利用の方法については今検討しております。以上です。 

○委員（小川富貴君） 平成27年度小学校空調設備工事費概算というので金額が提示されてい

ますが、この一番下のところですけれども、この金額、数字は算出方法はどういう形で出さ

れたものでしょうか。 

○教育委員会事務局長（高木美和君） 既に平成25年度におきまして、小学校の空調設備基本

設計が上がっておりますので、その金額から拾い上げたものでございます。 

○委員（小川富貴君） 先ほど、要するに再発防止の中で普通事業建築何とかというものを充

てない各項目をチェックしていかないといけないということを企画経済部長のほうからおっ

しゃったんですけど、そういうことをやった上の金額という理解でよろしいわけですね。 
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○教育委員会事務局長（高木美和君） これは、あくまでも基本設計で上がってきた数字をこ

のまま上げております。この後、実施設計が今年度発注しておりますので、この実施設計に

よりまして、若干の違いは出てくるものと考えております。 

 また、このものについては、まだ今回の改善の前で上がったものでございますので、先ほ

ど企画経済部長が答弁しました内容を含めてやったものではございません。 

○委員（可児慶志君） この空調の工事がかなりの増額になったわけですけれども、当初予算

でやると言ったから、増額になっても継続してやるという意思決定をした根本的な優先順位

の理由を再確認させてもらいたいというふうに思います。 

 それからもう１つは、先回のときにもありましたけど、平成27年度以降、小学校での空調

設備の設置については単年度で行う予定なのか、複数年度にするのか、その予定についても

報告をいただきたいと思います。 

○教育総務課長（渡辺達也君） 最初の御質問でございますが、御指摘どおり５億が10億にな

ったという、計画が本当に著しく変わっているという状況の中での踏み切る説得力のある説

明を示せというふうな御指摘かと承っておりますが、結論から端的に申し上げましたら、日

本一の義務教育のまちづくりのために必要であるということでございます。 

 日本一の義務教育というのは、決して大きな投資をするとか、たくさんの金をかけるとい

う意味ではございません。一人一人の子供に寄り添い、個々の力を伸ばす日本一の義務教育

のまちづくりというソフトな主体ではございますが、そのソフトを受けとめる器づくり、今

回ですと夏季、夏場の教室内温度を４度以上下げることが可能な方策としては、エアコンの

設置が最も有効であると、そういう判断のもとでの義務教育環境づくりということで必要で

あるというふうに判断したものでございます。 

 そして、日本一と申し上げましたけど、日本で２番目以降ではなく、日本一であるために

は、今回の見直しの試算で当初の倍額のコストがかかってもやるという明確な政策判断と、

これを実現するための明確な実行意思、これにつきましては、１週間議論しましても、さら

に今後半年間を要して議論しても変わるものではないという執行部側の確固たる意思に基づ

きまして、今回の補正をお願いすることを何とぞ御理解いただきたいと思います。 

 ２つ目の質問でございますが、単年度か複数年度になるかということでございますが、先

ほども執行部のほうからお答えしましたけど、教育委員会サイドとしましては、一年でも早

く、じゃあどっちが先にどうなんかという話も出てまいりますけど、今回中学校はスタート

できるわけでございますので、小学校につきましても、同様に単年度で全部終わらせたいと

いう意向は持っております。あとは、それがもしかなわないというのは、当然、さっき企画

経済部長が申し上げましたように、まだ平成27年度の予算編成は始まっておりませんので、

その全体の中で単年度でやれるか、複数年度でやれるかと、そういう判断の軸というのは、

まだこれから収れんしていく必要があるということでございます。 

 当然、この中でも今御意見にもありましたように、市内の業者になるべくというお話もご

ざいましたので、そういった環境も対応できるかどうかという精査も含めまして、最終的な
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方向性が出るものと受けとめております。以上です。 

○委員（林 則夫君） この間叱ったので、二度と叱るつもりはないけれども、積算根拠のミ

スとか物価上昇の件とかいろいろ言うけれども、そんなことは、言ってみればどちょんぼや、

執行部のちょんぼです、これは。だから、そんなことでいろいろ言ってみたって、こうして

議論しているうちにもう、暑い思いをするのも、寒い思いをするのも子供たちです。主役が

子供ですから、まあミスはミスとして、大人の気分になって、このままちゃんと子供たちの

ためにやってやろうというのが我々の責務じゃないかなと思うわけ。 

 最近テレビを見ておると、いつでもやっておるけれども、執行部がそろって頭下げて再発

防止に努めますと言うのは、これは全国どこへ行っても決まり文句だから、それもできたも

んだから、この辺でちゃんと子供たちのためにエアコンの設備をしてやるようにしていきた

いと思っております。以上です。 

○委員（澤野 伸君） じゃあ、私はちょっと意地悪な質問をしますけれども、ミスをお認め

になられて再発防止の表示が出ましたけれども、具体的にお示しをいただきましたけれども、

ミスが生じたということで、何らかの処分ないし戒告、注意、庁内でのあり方は何か検討さ

れて、当然トップからのそういう判断があったのか、ないのか、今後あるのか、ないのかと

いうのをちょっとお示しいただきたいと思います。 

○企画経済部長（高木伸二君） 本日来ておりますものとは、ちょっと違うセクションのお話

とは思いますけれども、こういう事態に至りました経緯につきましては、当然トップまで報

告が上がっておりますので、それに対応した事柄がなされるというふうに考えております。 

 内容につきましては、言えることと言えないことが出てまいりますので、私のほうからち

ょっと言えませんけれども、報告は当然上がっております。 

○委員（酒井正司君） もっと意地悪なというか、真っ当な質問をします。 

 当初予算を大々的に、何％としっかりと市民にお伝えになりましたよね。これは大きな大

きな変更ですよね。それの伝達方法といいますか、謝罪方法といいますか、それについての

お考えをお聞かせください。 

○財政課長（酒向博英君） 今、当初予算、補正予算も含めまして、予算の案の段階からホー

ムページでは公開をしておりますし、今回もそれを見ていただければ、それが補正がついた

ということはわかろうかというふうに思いますが、今おっしゃられた広く、例えばその部分

を市の広報にまで出すとか、そういったところまでは今のところは考えてはおりません。 

○委員（酒井正司君） そのレベルの大した問題ではないという御認識でしょうか。 

○財政課長（酒向博英君） ３月の市長の施政方針におきましては、中学校５校、小学校11校

の空調の設置を進めるというふうに市長は施政方針の中で明言をしております。それが、結

果的に補正予算という予算上のことは、こうした議会のほうでお願いしているわけではござ

いますが、そのやる方向については変更にはなっていないというふうに考えておりますので、

今回のこの議会にお話しさせていただいたことを、広く市民の方にお示しするということは、

今のところは財政課としては考えてはおりません。 
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○委員（山口正博君） 今の財政課長の言葉ですと、３月のときにそういうことを表明して、

我々もそれで予算を審議して可決しておるわけですよ。それなのに、さらに１億2,000万円

補正を組まなければいけないという報告義務は、執行部には市民に対してないとおっしゃっ

てみえるように聞こえるんですけれども、そのあたりはどうなんでしょうか。 

○企画経済部長（高木伸二君） 今回、こういう補正をお願いしておるということは、メディ

アのほうにも出しておりますし、説明の折にも、実施設計の結果、これだけ金額が余分にか

かりますという説明も記者会見のほうでもさせていただいております。新聞紙上にも、そう

いう補正の内容というのは出ておると思います。 

○委員（山口正博君） それならば、広報に掲載すべきじゃないですか。 

○委員（伊藤健二君） どこまでどういう手順で広報に物事を載せるか載せないかというのは、

担当の部局もあって、今ここで我々が議論しているのは、この補正が最終的にどうすべきな

のかということであります。それで、６月で補正をきちんと確定してあげないと、この中学

校エアコンの設置事業については、極めて大きな影響を受けて、年度当初の施政方針の一般

方針が大幅に影響を受けてずれ込んでいくという影響も鑑みれば、ちょっと議論を絞って、

この補正予算についての決を出していくということが必要だと思います。 

 広報をどうあるべきかについては、答えよと言ったって、直接担当部局ではないこともあ

るし、それをやるなら、そのことを一回持ち帰ってもらって、しかるべき方向で出してもら

わないといけないということになると思います。ここの予算決算委員会でこれ以上のあれこ

れを求めても、積極的な意味はないというふうに理解しますので、議論をもとへ戻して、あ

と詰めるべきものがあれば詰めて対応していったらどうでしょうかね。議事進行上の配慮を

求める、動議ではありませんが、議事進行をお願いしたいと思いますが。 

○副委員長（伊藤英生君） ただいま伊藤健二委員から、補正の審議に限った質疑に絞ってほ

しいという意見がありました。 

 その点で、改めて質疑、皆様ございますでしょうか。 

○委員（中村 悟君） 金額のどうこうではなくて、最近の状況からいくと、いろんな電気工

事事業者等に聞いていると、いろんな意味でまず物がそろわない。ちょっとした小さな物か

ら、電線から含めて物がそろわないとか、人が集まらないとか、そういう言葉をよく聞くん

ですが、今回補正を組む中でちょっとまた出だしもおくれたでしょうし、その辺の、今工程

を出していただいておるんですけれども、工程的にもこういうことで行けるという、しっか

りと確認をしておいていただいているのかどうか、ちょっと確認だけしたいと思います。 

○建築指導課長（守口忠志君） 今御指摘いただきました件でございます。 

 まず１点目でございます。 

 こちらのほうの表に示させていただきました空調機器の室内機という部分でございます。

この部分につきましては、これも受注をされてから１カ月ぐらい納期がかかります。その予

定ですと、大体入る見込みがあるというのを今確認させていただいております。 

 室外機の部分につきましては、やはり納期が２カ月から３カ月かかるというところも今確
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認はさせていただいております。それから、キュービクルにつきましても３カ月、このキュ

ービクルにつきましては、停電等が当然２日、３日かかってまいりますので、それの調整を

とりながらの設置時期を今最終調整はさせていただきますが、それぞれの納期については、

現段階での確認はさせていただいております。以上です。 

○副委員長（伊藤英生君） その他、質疑はよろしかったでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

 それでは、議案第32号 平成26年度可児市一般会計補正予算、中学校校舎大規模改造事業

についての質疑を終了いたします。 

 執行部の皆様、お疲れさまでした。御退席ください。 

 また、委員長の職務代行を終了します。 

○委員長（伊藤 壽君） 執行部退席まで暫時休憩といたします。 

 済みません、ここでちょっと、時間が１時間以上経過しておりますので、10分間、25分ま

で休憩とさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

休憩 午前10時13分  

─────────────────────────────────────― 

再開 午前10時25分  

○委員長（伊藤 壽君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 それでは、可児市議会基本条例に基づきまして自由討議を始めます。皆様の御意見をよろ

しくお願いいたします。 

○委員（山田喜弘君） 自由討議ということなので発言させていただきたいと思います。 

 先ほど中学校の空調設置工事についていろんな質疑もやってきました。そういう意味で、

今回、執行部のほうから再発防止策についても提示されたわけでありますが、可児市議会と

しては、昨年の９月議会でも26年度予算についてしっかり積算をして当初予算を組むべきだ

というような提言もしております。そういう意味で、ぜひ委員長には委員長報告で執行部に

対してきちっとするようなことを提言に盛り込んでいただきたいというのが私の意見であり

ます。 

 ぜひとも委員長、全体を取りまとめていただけるよう要望します。お取り計らいを、よろ

しくお願いします。 

○委員（澤野 伸君） 私も同調する意見なんですけれども、３月の部分で回答が来ておる、

決算のときに予算編成に対しての提言をしたんですけれども、３月に回答が来て、それが守

られなかったというのが非常に残念なところがありますけれども、もう一度こういったとき

に、今、山田委員がおっしゃったような部分での意見集約をもって、もう一度執行部に投げ

かけることは必要かなというふうに思います。 

 また、再発防止策が具体的に出されましたので、これをしっかり対応するようにというこ

との申し添えは必要かなというふうに思いますので、この補正予算の正否については別とし

て、そういう部分については取りまとめていただきたいなというふうに私も考えております。 
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○委員（山口正博君） そういうこともあると思いますけれども、今の時点で数字が出てきて

おるわけですけれども、先ほど中村委員も質問されたように、物も本当に確保できるのかど

うなのか。多分大手だったら確保できると思うんですけれども、この可児の地域の業者で本

当に確保できるのかという問題が１つと、それから人、職人の数というのも本当に今少ない

というふうに言われています。それで、このような状態で来年の夏に間に合わせるのに本当

にここでやっていいのかな。まだ冬休みもありますし、春休みもあるわけですから、来年の

夏であれば、だからもう少しそのあたりをしっかりと考えてやらないと、これで補正予算を

つけた、何かのまたいろんな問題で来年の夏も間に合わなんだといったらどうなるかという

話です。それも地元の業者に仕事をしてもらうのが一番だと思うんですけれども、それはさ

ておいてでも、そういう問題ももっときちっとしてからやらないと、本当に議会は何をやっ

ておるんだということも言われかねない。ですから、本当に皆さんもいろんな意見を出して

いただいて、まずこの補正予算をどうするのかという議論をそういう申し送りの前にやらな

いといかんかなというふうに思いますので、皆さん意見をもっと出していただきたいと思い

ます。 

○委員（川合敏己君） 予算決算委員会では、やはり当初予算も含めしっかりと金額を出すよ

うにということで言ってまいりましたし、そういったことは提言でこれまでも２回ほど取り

上げていたと思うんです。それが今回守られず、先ほどの言葉をかりれば大ちょんぼで、や

はりこういったことが起こったんです。 

 先ほど予算規模の大きいものに関してはという話はありましたけれども、大きくても小さ

くても、やはりしっかりと予算というのは精査していただきたいもので、積み上げていただ

きたいと思っておりますし、先ほど出ました再発防止策、こういったことというのは最低限

きちんと守っていただけるよう、また本委員会としてしっかりと提言はしていくべきではな

いかなあというふうに私は考えております。以上です。 

○委員長（伊藤 壽君） ほかに御意見ありますか。 

〔挙手する者なし〕 

 それでは、ないようですので、今までに出ました意見をもちまして、この委員会として意

見を述べていくというような御意見がほとんどだと思いますが、そこの辺で取りまとめてい

くということでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 それでは、採決後に具体的に取りまとめを行っていくことといたします。 

 それでは、今までの自由討議をまとめて、予算決算委員会として今後の予算編成に向けて

注意喚起すべき事項等を提言として委員長報告に付す方向で進めていきます。内容につきま

しては、採決後に御意見をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 これで自由討議を終了いたします。 

 これより、議案第32号 平成26年度可児市一般会計補正予算（第１号）についての討論を

行います。 
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○委員（天羽良明君） 中学校校舎大規模改造事業補正予算に、賛成の立場で討論をします。 

 子供たちの勉強しやすい環境を整えることは大切であります。中学校、この大規模改造事

業は、補正予算が１億3,000万円という大きな額でございます。当初予算と１億6,990万円と

足して２億9,900万円です。大変大きな事業となりました。当初見込みでは、小学校、中学

校合わせて９億円という概算額も倍の、このままでは10億円になるという勢いで、前代未聞

だと思いますが、物価上昇率とか社会情勢の変化等、想定外、それ以外の大幅な見込み違い

があったようですが、これは積算上の責任ということでは大きなミスではございますが、中

学生、子供たちには責任はないかと思います。 

 日本一の義務教育まち可児市具現化のためには、学校で学べる教育環境確保のため、エア

コン設置が必要であると思うので、このたびの中学校校舎大規模改造事業、エアコン設置の

ための補正予算に賛成の立場で討論をさせていただきます。以上です。 

○委員（山口正博君） 私は、反対の立場で討論させていただきます。 

 空調機は、当然、昨今の暑さから必ず私も必要だというふうには思っております。それが

今回、予算編成の段階で、お粗末と言っていいほどの経緯の中でこのような事態が起こって

きております。そこで、来年の夏に間に合わせるということで、ここで補正予算を通さなけ

れば、来年の夏には間に合わないこともないかなというふうには思います。 

 やはり議論が、何か防止策ばかり言って、それも大事だとは思いますけれども、やはり今

後、今の執行部の答弁、私が質問したその答弁の中で、本当にこれが確実に来年の夏にでき

るかという確証が持てません。 

 したがって、この補正予算につきましては、３月の定例会で予算をやっている立場上、執

行部のほうも、これを市民に説明をするという部分で、ホームページやら新聞、取材という

ことで、広報にも載せないという立場、そういったものをやはり市民にきちっと私は示すべ

きだというふうに思いますので、今回のこの補正予算については反対をいたします。 

○委員長（伊藤 壽君） ほかに発言はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 発言がないようでございますので、それでは討論を終了いたします。 

 これより議案第32号 平成26年度可児市一般会計補正予算（第１号）を採決いたします。 

 挙手により採決をいたします。 

 原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手多数であります。よって、議案第32号 平成26年度可児市一般会計補正予算（第１

号）につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 それでは、先ほど了解をいただきましたこの議案に対しての提言等についての具体的な取

りまとめを行っていきたいと思います。 

 つきましては、今までに出されました意見に基づき、何か御意見がございましたら、よろ

しくお願いします。 
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○委員（山田喜弘君） ここで案を皆さんで考えていると時間もあれなので、ぜひ委員長のほ

うから腹案とかあれば出していただけるとありがたいと思うんですけど、どうでしょう。 

○委員長（伊藤 壽君） 今、山田委員から提案がございましたが、そのように取り扱ってよ

ろしいですか。 

〔「はい」の声あり〕 

 それでは、ちょっと暫時休憩とさせていただきます。 

休憩 午前10時35分  

─────────────────────────────────────― 

再開 午前10時38分  

○委員長（伊藤 壽君） それでは、休憩前に引き続きまして会議を再開いたします。 

○委員（天羽良明君） 済みません。先ほどの発言の中で、当初見込みで小学校、中学校で５

億というふうに訂正をさせていただきたいと思います。 

○委員長（伊藤 壽君） それでは、そのようによろしくお願いいたします。 

 それでは、今までに出されました意見に基づきまして、正・副委員長で案を取りまとめま

した。 

 ただいま配付いたしました提言の案につきまして、副委員長のほうから今の案について説

明させていただきますので、失礼しました。よろしくお願いします。 

○副委員長（伊藤英生君） それでは、朗読をさせていただきます。 

 平成26年度一般会計補正予算（第１号）に関する提言（案）。 

 可児市議会では、平成25年９月の第４回定例会において平成24年度決算認定における結果

を平成26年度の予算編成に生かすように提言を行いました。その中で、特に予算編成及び執

行については、事業の計画と積算の精度を高め、需要が高いと認められる事業については当

初から必要な予算措置をすること、また予算執行においては未執行とならぬよう適正に管理

することと提言し、執行部からは、本年３月の第１回定例会において平成26年度予算編成に

当たっては、引き続き可児市政４つの柱と重点事業計画に掲げる目標を達成するため重点事

業を重視した予算編成とするとともに、予算要求課とのヒアリングや調整を重ね、めり張り

ある予算としましたとの回答がありました。議会は、これを受け、予算審議を進め、賛成多

数で可決しました。 

 しかし、今議会に提案された一般会計補正予算における中学校校舎大規模改造事業の空調

設置工事費において、補正額を含めた総額は当初予算額の184.4％となり、このことは前述

した議会からの提言に対し、執行部が回答した対応に全く反するもので、非常に残念なこと

でした。 

 本委員会は、２日間にわたる空調設置工事費の慎重審議の中で、執行部から深い謝罪と原

因の究明及び再発防止策について説明を受けましたが、改めてこの審議の過程において各委

員から出された種々の意見を総括し、次のとおり提言をします。 

 提言、予算編成に当たっては、各事業に積算精度の向上、適正化を図ること。 
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 今回の補正予算が必要となった原因については、組織全体における慎重さの欠如と、その

過程における関係所管ごとの連携の不足及びチェック体制に不備があったことにある。執行

部においては、このことを真摯に受けとめ、今後、自身が示す再発防止策を確実に実行し、

予算編成に当たり各事業の積算精度の確実な向上、適正化を図ること。以上でございます。 

○委員長（伊藤 壽君） 以上、説明をいたしました。 

 この提言（案）について意見を伺いたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員（伊藤健二君） 基本的内容はこれでいいかと思います。 

 ちょっと１点、心配をしている点について発言をします。 

 この内容は、市長、執行部への提言という内容であります。そういう意味でいけば、補正

予算（第１号）に関する市長への提言ということになろうかという意味でありますが、なぜ

そういう区分けをしたかというと、常々思うのは、今回の中学校空調設置工事費の審査の中

で、明らかに金額が少ないなというのは、前情報との関係で、誰彼となく何となく嫌な感じ

がしていたんじゃないかと思うんです。しかし、そこまで我々の予算審査の中でチェックは

できなかったと。結果として、執行部からの情報提供をそのままうのみにしたというのは議

会の側も同じであろうと。議会には、独自の権能として予算を審査し、これが本当に十分な

ものになっているかどうかをチェックして議決をするという任務があるわけでありまして、

そういう点では、みずからもいま一度、今回の対応についてはどうだったかというのを考え

る必要があると思います。 

 ただ、きょうはそれは主要なテーマではないので、この提言を出すに当たって、これは執

行部宛ての提言だよということをちょっと明確にしておいたほうがいいんじゃないかなとい

うふうに思いましたので、余分なことかもしれませんが、そういう物言いをしたわけであり

ます。 

 議会としては、もうちょっと独自にこういう大幅な予算額の変更につながるような執行部

側の失態については、どうにかしてもっと深める、チェックする体制を研究していく必要が

あるんじゃないかということにどこかで触れておく必要があるんじゃないかなというふうに

思いました。どうでしょうか。そう思います。以上。 

○委員（山口正博君） 今、議員のほうにも責任があるということをおっしゃったんですが、

私もそのとおりだと思います。しかしながら、やはり今の体制、私はいろんな見積書を出し

てくれという話をしましたが、それはとにかく入札の前だから出ないとか、そういうような

ことを言われる中でどうやってチェックするかということが一番疑問だと思うんです。言葉

ではチェックをする、チェックをすると言うんだけど、その材料がなければチェックもしよ

うがないいわけで、ですから、ぜひこの中にそういったもの、私は基本設計にしても、そう

いう材料となるものを、やはり提出を求めることも入れていったほうがいいかなあというふ

うに思います。 

○委員（冨田牧子君） 私は、ちょっと文言のところでお聞きしたいので、いいですか。 

 本委員会は２日間にわたるというところで「執行部から深い謝罪」と書いてあるけど、余
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り深い謝罪を受けた気がないわけね。だから、謝罪は受けたけど、深い謝罪といったら、市

長が来て「ごめんなさい」と言うのが深い謝罪なんですね。だから、ちょっとここを直した

ほうがいいんじゃないかということね。 

 それからもう１つは、「組織全体における慎重さの欠如」というと、そこまでは言い過ぎ

じゃないというか、組織全体というと、どの人もみんな当たっちゃううことになるから、も

う少し文言を変えたほうがいいんじゃないかと思います。 

○委員（可児慶志君） 提言内容については、基本的に今のような御意見でいいと思いますが、

先ほど伊藤健二委員が言われたように、この文に超える部分ですね。議運のときにも話しま

したように、積算根拠というのは確かに今わからん、どうやって積算されたのか、我々はチ

ェック能力がないので、その辺をどうしていくのか。それからもう１つは、政策の優先順位

がどうやって決まっているのかというのがなかなかこの議会でわからないんですよね。この

辺の２つをきちっと説明してもらう方法、あるいは我々がチェックする方法、この辺をよく

研究しないと、あるいは執行部から提示してもらわないと、今後ともずうっとこんな案件と

いうのは継続していくような気がするので、予算決算委員会を乗り越えてという部分と言っ

たのも、その辺のところが残されるんじゃないかなあというふうに思いますので、逆に予算

決算委員会のほうから議運のほうにこの部分を出してもらってもいいかなというふうに思い

ます。 

○委員（川合敏己君） 私は、この提言内容でいいと思うんですが、先ほど冨田委員がおっし

ゃった、深い謝罪の「深い」というのは取ってもいいかなというふうに、私も賛同いたしま

す。 

 「組織全体における慎重さの欠如」というところで、例えば関係組織における慎重さの欠

如、例えばこういうような形でしていくという手もあるかなあというふうに意見として出さ

せていただきます。 

○委員長（伊藤 壽君） ほかにございますでしょうか。 

〔「暫時休憩」の声あり〕 

 暫時休憩といたします。 

休憩 午前10時48分  

─────────────────────────────────────― 

再開 午前10時58分  

○委員長（伊藤 壽君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 先ほどお配りしました「平成26年度一般会計補正予算（第１号）に関する提言（案）」で

ございますが、この中で訂正をいたします。皆様からいただきました御意見で訂正をしてい

きたいと思います。 

 ２点ほどございます。本文中の下から４行目から３行目に移る「執行部から深い謝罪」と

ございますが、これは「執行部から謝罪」ということにしたいと思います。それから、最後

の提言の内容、説明でございますが、説明文の第１行目の後段部分、「組織全体における慎
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重さ」とありますが、これを「組織における慎重さ」ということで訂正していきたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 それと、「平成26年度一般会計補正予算（第１号）に関する提言（案）」という見出しが

ございます。ここへ「市長への」という文言を挿入するということで、「平成26年度一般会

計補正予算（第１号）に関する市長への提言（案）」ということにしたらどうかという御意

見がございました。この意見についてはいかがいたしましょうか。 

○委員（山根一男君） 私は反対します。要は委員会、あるいは議会が出す文書は全て市長宛

てに出しているわけでありまして、このことだけを市長にするんであれば、どういうときに

市長にするのか。今後、提言は全て市長にするならまだしも、今回だけを市長にするという

のは何か説明がつかないような気がします。 

○委員（澤野 伸君） その辺なんです、私が危惧するのは。今まで出したのは、じゃあ違う

のかというところとの差異ができてしまうと、じゃあ今回の部分と前の出したやつの重みが

違うのか。前は、じゃあ軽かったのかということにもつながりかねないというおそれがあっ

たのかなというふうな思いはありますので、ちょっとそこら辺はよく考えないといけないか

なというふうには思っています。 

○委員（小川富貴君） この文言がもうおおよそ固まったということですか。 

○委員長（伊藤 壽君） ただいまは、その見出しに係る文言に市長への提言と、それを入れ

るかという議論をしていただいております。 

○委員（小川富貴君） はい、承知しました。 

〔発言する者あり〕 

○委員長（伊藤 壽君） ちょっと暫時休憩いたします。 

休憩 午前11時01分  

─────────────────────────────────────― 

再開 午前11時02分  

○委員長（伊藤 壽君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 今までと違うような形にすれば、「市長への」ということが入ってくると思いますが、そ

れについては、今、よろしくないという御意見をいただいております。 

 ほかに御意見はございますでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

 ほかにないようでございますので、今回は「市長への」という文言を入れるというのはや

めていきたいというふうに思います。今後、また皆さんで検討しておいてください。 

 それでは、今まで出していただきました意見について、提言を修正していきますが、細部

については委員長、副委員長に一任でよろしいでしょうか。 

○委員（澤野 伸君） その表記の仕方なんですが、その切り離して、これ提言として委員長

報告、質疑、討論の報告後にこれを独立させて言うのか、くっつけて言うのかでは大分違っ
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てくると思うんですけれども、その辺はどうされるおつもりですか。 

○委員長（伊藤 壽君） 従来どおり、委員長報告の中で組み込んでいきたいというふうに今

考えております。もし、今その見出しのところで変われば変わった方法をとろうと思ったん

ですが、ここは入れないということなので、従来どおりの形式でいきたいというふうに考え

ております。その入れ方については、委員長、副委員長に御一任をくださいということでよ

ろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

 それでは再度確認してまいりますが、以上の意見を提言として委員長報告に加えることに

ついて御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 それでは、そのようにいたします。 

 続いて、本日審査いたしました案件に関する委員長報告案の作成につきましても、委員長、

副委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 それでは、そのようにさせていただきます。 

 なお、委員長報告における細部の訂正についても、委員長、副委員長に御一任願いたいと

思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 それでは、そのようにいたします。 

 以上で、当委員会における本日の案件は全て終了いたしました。 

 そのほか何かございましたらお願いいたします。 

〔発言する者あり〕 

 それでは、議案第32号につきましては、以上で終了いたします。 

 次に、協議事項に移ります。 

 これより、議会基本条例第11条第３項による次期常任委員会に引き継ぐ所管事務調査及び

政策提案の内容について取りまとめを行います。 

 引き継ぐ事項について、何か御意見はございませんか。 

○委員（川合敏己君） 大分事前の資料というのが充実してきて、わかりやすくなってき始め

ているように思うんですけれども、まだ完成形ではないと思うんです。ですので、その点は

よく執行部のほうと打ち合わせをしていただいて、より説明のときに議員にわかりやすいよ

うな資料を提示していただくような工夫を、進展していただきたいというんですか。 

○委員（澤野 伸君） 今回、こういった提言が出されましたけれども、提言の取りまとめの

発案のタイミングというか、本来、採決後にこういったものが提案されるべきかなというふ

うに私は思っていまして、それで足りなければ附帯決議案の提出がなされると思いますけれ

ども、議案の成否がまだ確定していない段階で、自由討議のときなので多少そういう部分が

あってもいいとは思うんですけれども、内容までは当然入っていけないという、今回見てい
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ても入らなかったのでいいかと思うんですけれども、その辺の解釈というか、ルールの部分

は、どこまではいいよと。だけどこれ以上はだめよとか、その辺はもう少し決めておいたほ

うが、運営の仕方としては後々、やはりルール化は必要かなというふうに思いますので、よ

ろしくお願いします。 

○委員長（伊藤 壽君） ほかにございますか。 

〔挙手する者なし〕 

 私のほうからちょっと、予算のときにも研修会を開きましたけど、決算についてもあらか

じめその決算についてどういうものか理解を深めていくように、できればそういった研修を

開いて、勉強会を重ねていきたいなというふうに思いますので、そういうことも検討してい

ただくということで、引き継ぎに１つ加えさせていただきたいと思います。 

 それでは、ほかにございませんですので、今出ました３点について、次期予算決算委員会

へ引き継ぐということにしてよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 それでは、そのようにいたします。 

 以上で当委員会における本日の案件は全て終了いたしました。 

 そのほかございますでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

 ないようですので、これで終了してもよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 それでは、これにて閉会といたします。大変御苦労さまでした。ありがとうございました。 

閉会 午前11時09分  
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